


主旨：「測定規格CNS13438『情報技術機器-無線妨害特性-限度値及び測定方   
       法』放射妨害1GHz超及び電気通信ポート伝導妨害測定項目の追加」
       を決定し、かつ、中華民国九十九年十月一日(2010年10月1日)より発
　　　 効する。

根拠：商品検験法第十条第一項
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  CNS13438の追加実施　放射妨害1GHz超及び電気通信ポート伝導妨
  害測定項目についての規定」を参照する。
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測定規格 CNS13438 の追加実施 

放射妨害 1GHz 超及び電気通信ポート伝導妨害測定項目についての規定 

経済部標準検験局 2010 年 8 月 16 日経標三字第 09930007270 号 

測定規格 規格名 バージョン 追加測定項目 

CNS13438 情報技術機器-無線妨害特性

-限度値及び測定方法 

2006 年 6 月 1 日

改訂版 

一. 放射妨害 1GHz 超の測定 

二. 電気通信ポート伝導妨害の測定

関連規定の説明： 

 

一．測定規格 CNS13438 について、2006 年 10 月 3 日付けの公示で 2007 年 7 月 1 日より 2006 年版

と改定し、かつ、放射妨害 1GHz 超及び電気通信ポート伝導妨害測定の 2 項目に関して暫定実

施を公表したが、2010 年 10 月 1 日より、上記 2 項目を追加実施する。 

 

二．該当規格の追加測定項目の適用範囲は、CNS13438 を電磁両立性(EMC)の測定規格を対象とす

る装置で、内部発信源の最大周波数が 108MHz 以上(含む)、または電気通信ポートを持つ情報

処理機器類及び多機能機器。 

 

三．追加測定項目の実施対象装置について、実施日後、新規申請(RPC 又は TA)の場合、追加項目

の要求に合格しなければならない。当局は公示日から規格 CNS13438 の追加測定項目に合格し

た案件申請の受理を開始する。審査後、認可書の測定規格欄に「95 年完全版」を表記し、 

  区別とする。 

 

四．実施日前に、取得した追加測定項目を行っていない RPC 認可書や TA 認可書(下記旧認可書と

称する)において、放射妨害 1GHz 超及び電気通信ポート伝導妨害測定の対象装置で、主モデル

及びシリーズモデルの変更がない場合、認可書の有効日まで使用可能となる。旧認可書の有効

日まで、従来通り、系列申請を行ってもよい。旧認可書の有効日が 2010 年 10 月 1 日以降で、

認可更新を行う場合、追加測定項目に合格したレポートをもって、申請する。審査後、認可書

の測定規格欄に「95 年完全版」を表記し、区別とする。追加測定実施対象外の装置は、従来の

規定通りで、更新申請を行う。 

 

五．旧認可書の主モデル及びシリーズモデルが追加測定項目を合格したうえ、新たに 

  新規申請 (旧認可書を取消手続きする)または認可書切り替え申請(認可書番号変わらず)を行

う。審査後、認可書の測定規格欄に「95 年完全版」を表記し区別とする。 

 

六．放射妨害 1GHz 超及び電気通信ポート伝導妨害測定の対象装置の旧認可書の更新について、認

可書の有効日が 2010 年 9 月 30 日以前のものは、放射妨害 1GHz 超及び電気通信ポート伝導妨

害測定を行わなくても更新可能となる。有効日が2010年10月1日以降のものは、放射妨害1GHz

超及び電気通信ポート伝導妨害測定を行ったうえ、更新申請を行ってよい。 

 

七．旧認可書に追加測定項目に合格したシリーズモデルを追加する場合、旧認可書の主モデルやシ





リーズモデルも追加測定項目に合格したレポートをもって、認可切り替え申請と系列申請を同

時に行うこと。 

 

八．追加測定項目の実施対象装置で、検査方法が自己宣言(DoC)、かつ、実施日前既に宣言作業が

終了したものについては、2011 年 3 月 31 日まで、従来の宣言書が適用される。それまでに、

追加測定を実施し、レポートを取得した上、再度自己宣言を行ってから、市場に流通し販売す

ること。 

 

九．測定場所：当局または当局が認可した指定試験所。当局が認可した指定試験所が 

  妨害放射試験を行う場合、測定現場は CISPR16-1-4：2007 年版の関連規定に満足しなければな

らない。 

 

十．関連費用は「商品検験規費収費方法」に基づく。 

 

注）当翻訳文は内部資料として当社独自に翻訳したものです。正確な内容は BSMI が発行した原文を

基準といたします。 




